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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　溶融炉への送り出し前に屑金を予熱する予熱装入システムであって、前記システムは、
　予熱コンベヤを有し、前記予熱コンベヤは、
　　チャンバと、
　　前記チャンバ内に屑金を導入するスクラップ入口と、
　　前記チャンバから屑金を排出するスクラップ出口と、
　　前記屑金を予熱するために高温排気ガスを前記チャンバ内に導入する入口ポートとを
有し、
　前記システムは、予熱ステーションを有し、前記予熱ステーションは、
　バーナチャンバを有し、前記バーナチャンバは、
　高温排気ガス源から高温排気ガスを受け入れる高温排気ガス入口ポートと、高温排気ガ
ス出口ポートと、前記高温排気ガス入口ポートと前記高温排気ガス出口ポートの間の高温
排気ガス流路中で前記高温排気ガスに補充的な熱を要求に応じて供給するよう構成された
バーナ装置を有し、
　前記高温排気ガス出口ポートは、前記屑金を予熱するために前記高温排気ガスを前記予
熱コンベヤに送るために前記予熱コンベヤの前記入口ポートと流体連通状態にある、予熱
装入システム。
【請求項２】
　前記バーナ装置は、前記高温ガス出口ポートの方向に発火するよう位置決めされている
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、請求項１記載の予熱装入システム。
【請求項３】
　前記バーナ装置は、前記バーナチャンバ内への調節可能な侵入度を有する、請求項１又
は２に記載の予熱装入システム。
【請求項４】
　前記バーナは、水平方向又は垂直方向のうちの少なくとも一方の方向で前記バーナチャ
ンバ内に調節可能に設けられている、請求項１から３のいずれか一項に記載の予熱装入シ
ステム。
【請求項５】
　屑金溶融炉システムであって、屑金を溶融する溶融炉と、屑金を前記溶融炉に運搬する
よう構成された移送コンベヤと、前記屑金を予熱するための請求項１から４のいずれか一
項に記載の予熱装入システムとを有し、前記移送コンベヤは、前記予熱コンベヤのスクラ
ップ入口に隣接し、前記予熱コンベヤのスクラップ出口は前記溶融炉に隣接している、屑
金溶融炉システム。
【請求項６】
　前記スクラップ出口は、前記溶融炉の屑金取り入れ口に連結されている、請求項５記載
の屑金溶融炉システム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　屑金（スクラップ金属）を溶解するために使用できる効率的な炉システムが要望されて
いる。スクラップ、特に非鉄金属スクラップを溶融する最も普及している炉システムでは
、スクラップを１つの場所で予熱し、次に、予熱したスクラップを溶融のための炉中に移
動させる必要がある。従来、炉のための燃料のコストが比較的低かったので、経常費を減
少させようとして複雑精巧な装置又は技術を採用するために炉が非経済的なものになって
いた。しかしながら、溶融炉等を一層効率的に作動させることが必要になっている。
【０００２】
　従来型補助アルミニウム溶融工場は、一般に、次のプロセスに従って操業している。ス
クラップを分別し、処理機器内で熱的に精錬し、乾燥させる。次に、スクラップを炉内に
投げ込み、この炉内でスクラップを溶融するが、低温の金属を炉内に投げ込むと、炉内の
温度が炉の効率に有害な程度まで減少する場合がある。さらに、低温金属を溶融金属中に
投げ込むと、かかる低温金属中に存在している場合のある水分に起因して爆発の恐れがあ
る。
【０００３】
　炉をより効率的な仕方で作動させる一方法は、熱を炉から放出された高温ガスから取り
出すためにある形態の装置を利用し、取り出したガスを炉の作動と関連した１つ又は２つ
以上の目的のために用いることである。溶融チャンバ内に装入された材料を加熱して溶融
し、そして高温排気ガスを溶融チャンバから別の１つの材料装入分を予熱する目的で別の
チャンバに運搬することが提案された。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、連続予熱装入システムを提供することが望ましい。本発明は、改良型スク
ラップ予熱装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一観点では、連続予熱装入方法が開示される。この方法は、スクラップを受け
入れ箇所から炉に移送するステップと、上記移送中に前記スクラップを予熱するステップ
とを有する。
【０００６】
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　加うるに、本発明は、スクラップを受け入れ箇所から炉に移送する手段を含む連続予熱
装入システムに関する。このシステムは、溶融炉への予熱スクラップの送り出し前に移送
手段の排出箇所に隣接して位置するスクラップを予熱する手段を更に有する。
【０００７】
　有利には、スクラップ移送手段は、スクラップ装入移送コンベヤであり、このコンベヤ
の受け入れ箇所は、コンベヤのスクラップ受け入れ端部であり、コンベヤの排出箇所は、
溶融炉に隣接して位置するコンベヤのスクラップ排出端部である。予熱手段は、好ましく
は、排出ガスを溶融炉から受け入れて排気ガスをバーナの熱で補充するようになった予熱
ステーションである。バーナは、ガスバーナ、電気バーナ又は発熱体であって良い。以下
、これら加熱機構体の各々をバーナ装置と区別なく呼ぶ。
【０００８】
　別の観点では、屑金を溶融炉への送り出し前に予熱する予熱装入システムが予熱ステー
ション及びバーナチャンバを有する。予熱ステーションは、加熱チャンバと、加熱チャン
バ内に屑金を導入するスクラップ入口と、加熱チャンバから屑金を排出するスクラップ出
口と、屑金を予熱するために高温ガスを加熱チャンバ内に導入する入口ポートとを有する
。バーナチャンバは、高温排気ガス源から高温排気ガスを受け入れる排気ガス入口ポート
と、バーナチャンバ内で排気ガス入口ポートの流路中に設けられていて、高温排気ガスを
補充するよう補充的な熱を要求に応じて加熱チャンバに供給するよう構成されたバーナ装
置と、高温ガス出口ポートとを有する。高温ガス出口ポートは、屑金を予熱するために高
温ガスを予熱ステーションに送るために予熱ステーションの入口ポートと流体連通状態に
ある。
【０００９】
　高温排気ガス源は、溶融炉、例えば屑金を予熱後に溶融する溶融炉を含むのが良い。シ
ステムは、高温排気ガス源からの高温排気ガスをバーナチャンバの排気ガス入口ポートに
向かって推進する排気ガスファンを更に有するのが良い。予熱チャンバは、屑金を屑金入
口と屑金出口との間で搬送する運搬機構体、例えばコンベヤを含むのが良い。バーナ装置
は、高温ガス出口ポートの全体的方向に発火し又は違ったやりかたで熱を差し向ける位置
決めされるのが良く、更にバーナチャンバ内への調節可能な侵入度を有するのが良い。バ
ーナは又、水平方向又は垂直方向のうちの少なくとも一方の方向でバーナチャンバ内に調
節可能に設けられるのが良い。燃料の燃焼のために空気又は他のガスをバーナ装置に供給
するバーナファンを設けるのが良い。
【００１０】
　別の観点によれば、溶融炉への送り出し前に予熱するために屑金溶融炉システムに用い
られる予熱器が、高温排気ガスを高温排気ガス源から受け入れる排気ガス入口ポートを備
えたバーナチャンバと、バーナチャンバ内に排気ガス入口ポートの流路中に設けられてい
て、高温排気ガスを補充するために補充的な熱を要求に応じて予熱チャンバに供給するよ
う構成されたバーナと、屑金溶融炉システムの予熱チャンバに連結可能な高温ガス出口ポ
ートとを有する。
【００１１】
　さらに別の観点によれば、屑金を溶融炉への供給前に予熱する方法が、屑金を予熱ステ
ーションに搬送するステップと、高温ガスを屑金の周囲に循環させて屑金を加熱するステ
ップと、屑金を予熱ステーションから溶融炉に搬送するステップとを有する。高温ガスを
屑金の周囲に循環させるステップは、高温ガスを溶融炉から受け入れるステップと、必要
ならば、バーナ（ガスバーナ又は電気バーナ）により排気ガスの熱エネルギーを増加させ
るステップと、高温ガスを予熱ステーションに差し向けるステップとを含む。
【００１２】
　搬送ステップと循環させるステップは、全て、屑金が予熱ステーションを通っていると
きに連続して実施されるのが良い。排気ガスを溶融炉から受け入れるステップは、排気ガ
スファンにより排気ガスの流量を調節するステップを含むのが良い。バーナにより排気ガ
スの熱エネルギーを増加させるステップは、バーナファンにより導管を通って空気をバー
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ナに強制的に送るステップを含むのが良い。本方法は、空気をバーナに供給するバーナフ
ァンを制御することにより屑金の周囲に循環させる高温ガスの実質的に一定の質量流量を
維持するステップを更に有するのが良い。
【００１３】
　本発明の更に別の利点及び特徴は、添付の図面と関連して行われる以下の説明を考慮す
ると明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の連続予熱装入システムを示す斜視図である。
【図２】予熱ステーションの斜視図である。
【図３】予熱ステーションの断面図である。
【図４】予熱ステーションの部分断面側面図である。
【図５】バーナチャンバの複数の図から成る図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１を参照すると、本発明の連続予熱装入システム１０が示されており、このシステム
は、金属スクラップ材料をホッパ１２から溶融炉１４に移送する手段を有する。このシス
テムは、溶融炉１４への送り出し前にスクラップに加熱された状態の空気を送り出す予熱
ステーション１６を有している。
【００１６】
　一般に、ホッパ１２は、スクラップを受け入れ、このスクラップを移送コンベヤ１８に
移送する。移送コンベヤ１８は、スクラップを予熱コンベヤ２０に送り、予熱ステーショ
ン１６は、加熱状態の空気をこの予熱コンベヤ２０に導入する。予熱コンベヤ２０は、移
送コンベヤ１８からスクラップを受け取るスクラップ受け入れ端部２６及び溶融炉に隣接
して位置するスクラップ排出端部２８を有している。オプションとして、予熱スクラップ
が導入される箇所として炉と関連してパイロテック（Pyrotek）社のLOTUSS（登録商標）
スクラップ沈降システムが設けられる。
【００１７】
　図２～図４に最もよく示されているように、予熱ステーション１６は、入口３２及び出
口３４を備えた排気ガスファン３０（ファンブレード／モータは図示されていない）を有
する。排気ガスファン３０は、オプションとして導管（図示せず）を介して炉１４と流体
連通状態にあり、入口３２を通って排気ガスを引き込む。可撓性ベロー３６が排気ガスフ
ァン出口３４とバーナチャンバ４０の入口３８との間の導管を形成する。バーナ４２が入
口３８に隣接した端壁のところでバーナチャンバ４０内に挿入されている。このように、
バーナ４２は、バーナチャンバ４０中への排気ガスの流路中に延びている。好ましくは、
バーナ４２は、チャンバ４０内への調節可能な侵入度を有し、バーナは又、最適配置を容
易にするために垂直方向及び水平方向に調節可能であるのが良い。バーナ４２は、バーナ
ファン４４により制御され、バーナファン４４は、導管４６を通って空気をバーナ４２中
に押し込む。可燃性ガス、例えば天然ガス又はプロパンが供給ライン（図示せず）を通っ
てバーナ４２に提供される。理解されるように、例示の変形実施形態では、バーナは、電
気発熱体、例えば抵抗型電気発熱体であっても良い。
【００１８】
　このように、入口３８を通ってバーナチャンバ４０に流入した排気ガスを出口４８から
出る前にバーナ４２の作動により一段と加熱することができる。図示のように、バーナチ
ャンバ４０は、排出空気流れにより提供されている空気の平面内に第１の細長い寸法“Ａ
”を有する。バーナチャンバ４０は、全体としてバーナ４２の発火方向における第２の細
長い寸法“Ｂ”を有する。したがって、バーナ注入入口５０は、一般に、出口４８に向い
ている。
【００１９】
　理論に束縛されるものではないが、排気ガス流れ中に延びるバーナは、バーナが消火さ
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ベンチュリ）型の作用効果を達成すると考えられる。さらに、時々、十分な熱が排気ガス
により提供されるので、追加のバーナ熱は不要であろう。しかしながら、バーナは、非効
率的なパージ要件又は他の再開時における遅延を回避するために点灯状態のままであるこ
とが望ましい。
【００２０】
　本発明は、天然ガス又はプロパンの燃焼により生じる任意の利用可能な燃焼ガス排出物
並びに電気熱を利用することができ、室温から８００°Ｆ（７１．６７℃）のガスを受け
入れることができる。補助バーナは、廃熱が設定値に達するほど十分に利用できない場合
に「埋め合わせを行う」。廃熱が高すぎるために設定値に達した場合、新鮮空気ダンパ（
図示せず）を開いて空気を冷却するのが良い。
【００２１】
　好ましくは、バーナは、０～１０インチ（２５．４ｃｍ）Ｗ．Ｇ．（水柱）の圧力で発
火することができると共に、５０：１ターンダウン比で依然として点灯状態のままでいる
ことができる（アイドル時に最初のエネルギーを用いた点灯状態のままである）。同様に
、バーナは、バーナチャンバ内で０．３インチ（０．７６ｃｍ）Ｗ．Ｇ．（水柱）背圧で
低燃焼度で発火するよう位置決めされている。驚くべきこととして、背圧がチャンバ内で
上昇した場合、バーナは、依然として、新規な設計により生じる誘導プロセス空気吸引速
度に起因して、依然として低燃焼度（０．３インチＷ．Ｇ．（水柱））で発火する。
【００２２】
　処理量（チップ供給量）が所与の場合、システムは、一定の質量流量（乾燥用空気）で
稼働するよう設計され、従って、廃熱の利用性が低くなると、バーナファン速度は、高温
廃熱空気の漸減密度を補償するよう早くなるようプログラムされている。変形例として、
チップ処理量が減少した場合、システムは、２つの変数（廃熱温度及び処理量）の変化と
してバーナファン速度を変化させることにより不変の質量流量（プロセス空気／廃空気）
で稼働するようプログラムされているのが良い。これにより、任意の処理量において優れ
た効率の実現が可能である。図示のシステムは、エネルギー消費量が最高４０％の節約を
提供することができると考えられる。
【００２３】
　例示の実施形態を好ましい実施形態として説明した。明らかなこととして、先の詳細な
説明を読むと共に理解すると、改造例及び変形例が当業者に想到されよう。例示の実施形
態は、かかる改造例及び変形例が特許請求の範囲に記載された本発明の範囲及びその均等
範囲に属する限り、かかる改造例及び変形例を全て含むものと解される。
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